
    

請求請求請求請求データデータデータデータ作成作成作成作成のののの留意事項留意事項留意事項留意事項    

    

1.1.1.1.請求方法請求方法請求方法請求方法についてについてについてについて    

毎月５日（土・日の場合は翌月曜日）までに所在都道府県の国民健康保険団体連

合会に｢特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体送付書｣を添付のうえ、 

持参又は郵送（書留等）で提出願います。 

また、｢特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体送付書｣の媒体枚数・ 

媒体件数も記入漏れがないよう願います。 

国保分、後期高齢者分、過誤・返戻分と分けずにひとつのファイルにまとめて請

求してください。 

 

郵送（書留等）でご提出いただく場合 

封筒に｢特定健診・特定保健指導データにかかる電子媒体在中｣と明記してくださ

い。 

 

2.2.2.2.被保険者証記号番号被保険者証記号番号被保険者証記号番号被保険者証記号番号のののの入力入力入力入力についてについてについてについて    

 別紙参照 

 

3333....有効期限有効期限有効期限有効期限のののの入力入力入力入力についてについてについてについて    

受診券を確認してください。 

※注意 ７５歳到達者の有効期限は券面の印字に関わらず誕生日の前日です。 

 

4444....窓口負担窓口負担窓口負担窓口負担コードについてコードについてコードについてコードについて    

受診券の窓口負担情報を確認してください。 

 

5555....決済情報欄決済情報欄決済情報欄決済情報欄についてについてについてについて    

委託料単価区分コード（個別健診か集団健診）を委託契約書で確認してください。 

 

6666....健診項目健診項目健診項目健診項目・・・・単価単価単価単価・・・・生活機能評価等生活機能評価等生活機能評価等生活機能評価等のののの入力入力入力入力についてについてについてについて    

※注意  

健診等契約内容は、それぞれの保険者、年度ごとに異なります。 

委託契約書の内容を確認してください。 

また、基本健診項目、詳細健診項目（医師の判断に基づき実施する項目）、 

保険者独自の追加健診項目等必須項目の入力箇所の漏れ等がないか確認してく

ださい。 

    



    

7.7.7.7.支払代行機関番号支払代行機関番号支払代行機関番号支払代行機関番号についてについてについてについて    

大分県国民健康保険団体連合会（９４４９９０２７） 

※注意 下記の保険者の支払代行機関は、実施機関の所在する国保連合会の 

    支払代行機関番号、名称に読み替えてください。 

保険者番号 委 託 保 険 者 名 

00133033 全国土木建築国民健康保険組合 

00133074 文芸美術国民健康保険組合 

00133231 全国左官タイル塗装業国民健康保険組合 

00133280 全国板金業国民健康保険組合 

00133298 全国建設工事業国民健康保険組合 

00233064 建設連合国民健康保険組合 

 

8888....後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療のののの請求先保険者番号請求先保険者番号請求先保険者番号請求先保険者番号についてについてについてについて    

大分県後期高齢者医療広域連合（３９４４０００３） 

※注意 被保険者証等に記載された市町村単位の保険者番号ではありませんの

でご注意ください。 

 

 

返戻分の再提出時の対処方法については本会ホームページに掲載しております

のでご確認ください。また、各種届出用紙のダウンロードもできます。 

 

（『大分県国民健康保険団体連合会』ホームページＵＲＬ 

http://www.oita-kokuhoren.or.jp/） 
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